






（通勤）上の負傷および疾病による療養の
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治癒（症状固定）・死亡・転医・中止・継続中

通勤災害の場合は様式第16
号の６

※印の欄は記入しないでく
ださい。

療養のため労働できなかっ

た期間と、そのうち賃金を

受けられなかった日数を記

入します。



トラック運転手 1

8 30 5 00

30 11,921 34

　当社第２倉庫入口で18リットル入りの白灯油缶を倉庫に

入れて保管するために、トラックの荷台から両手でかかえて

一缶ずつ運搬中、コンクリートの床面にこぼれていた油で足

をすべらせ、灯油缶を足に落とし、左足腓骨下端部を骨折した。

職種はなるべく具体的に

作業内容がわかるように

記入してください。

別紙の「平均賃金算定内

訳」によって計算された

平均賃金額を記入します。

同一の傷病について厚生

年金保険等の年金を受給

している場合にのみ記入

してください。



30

漁業及び林業労働者
の平均賃金
（昭和24年労働
省告示第５号第
２条による。）

この欄には、労働日数等に

関係なく一定の期間によ

って支払われた賃金を記

入します。

災害発生日の直前の賃金

締切日から遡って過去３

か月間が平均賃金算定期

間となりますので、当該期

間における賃金計算期間

を記入します。

該当する賃金計算期間中

に実際に労働した日数を

記入します。

この欄には、労働日数、労

働時間数等に応じて支払

われた賃金を記入します。

両者を比較して、いずれか

高い方が平均賃金とされ

ますので本例の場合の平

均賃金は11,921円34銭と

なります。

賃金締切日を記入します。



30

漁業及び林業労働者
の平均賃金
（昭和24年労働
省告示第５号第
２条による。）

Ａ,Ｂを比較して、いずれか

高い方とＣを比較して高

い方が平均賃金とされま

すので本例の場合の平均

賃金は11,900円81銭とな

ります。

実際に支払われた金額を

記入します。本例は、休

業した７日分の基本賃金

は支払われておらず月決

めの住居手当及び通勤手

当は支払われている場合

の例です。

◯囲みの数字は、私病な

どで休業した日数を控除

した日数を記入します。

※本例は、私病により４月１日〜４月３０日までのうち７日間休業した場合の記入例です。

（賃金計算期間中に業務外の傷病
（私病）等による休業があった場合）
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様式第８号（別紙1） （裏面）

② 業務外の傷病の療養等のため休業した期間

及びその期間中の賃金の内訳

日から 日から 日から月 月 月
賃 金 計 算 期 間 計

月 日まで 月 日まで 月 日まで

業務外の傷病の療養等のため

休業した期間の日数 日 日 日 (チ) 日

基 本 賃 金 円 円 円 円

手 当

手 当

計 円 円 円 円(リ)

休 業 の 事 由

支 払 年 月 日 支 払 額

円年 月 日

円年 月 日

円年 月 日

年 月 日 円

円年 月 日

円年 月 日

円年 月 日

注　意[ ]

③欄には、負傷又は発病の日以前２年間（雇入後２年に満たない者につ

いては、雇入後の期間）に支払われた労働基準法第12条第４項の３箇月を

超える期間ごとに支払われる賃金（特別給与）について記載してください。

ただし、特別給与の支払時期の臨時的変更等の理由により負傷又は発病

の日以前１年間に支払われた特別給与の総額を特別支給金の算定基礎とす

ることが適当でないと認められる場合以外は、負傷又は発病の日以前１年

間に支払われた特別給与の総額を記載して差し支えありません。

休業した日に対して支払

わ れ た 金 額 を 記 入 し ま

す。例えば、住居手当の

金額は12,000（表面記載

の住居手当）÷30（総日

数 ） × ７ （ 休 業 し た 日

数）で求められ、本例の

場合は2,800となります。
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７

２,８００住 居

通 勤 ２,３３３

５,１３３

◯◯◯の手術により入院したため

５,１３３
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２,８００

７
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30

○○

当該傷病に関して厚生年

金保険等が支給される場

合にのみ記入してくださ

い。

添付する書類その他の資

料名を記入してください。
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